
   

経営発達支援計画の概要 

実施者名 
越知町商工会（法人番号    5490005003515） 

越知町   （地方公共団体コード 394033） 

実施期間 令和 8年 4月 1日～令和 13年 3月 31日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

（１） 市街地の機能維持 

（２） 創業支援の強化 

（３） 事業承継支援の強化 

（４） ＤＸ推進による販路拡大と業務効率化 

（５） 地域ブランドの確立 

（６） 観光事業と連携した産業振興 

事業内容 

経営発達支援事業の内容 

３．地域の経済動向調査に関すること 

  管内小規模事業者への景気動向調査と国が提供するビッグデータを活用

して小規模事業者の実態を分析把握すると共に、管内事業者に広く周知し、

経営分析や事業計画策定支援に活用する。 

 

４．需要動向調査に関すること 

  地域資源を活用した商品を対象に需要動向調査を実施し、結果を整理・分

析し当該事業者にフィードバックすることで、商品開発等に活用する。 

 

５．経営状況の分析に関すること 

  巡回訪問や窓口相談時のヒアリングや相談で得た財務諸表を活用し調査・

分析を行い、事業計画策定に活用する。 

 

６．事業計画策定支援に関すること 

  経営分析を行った事業者を対象に、事業計画策定の重要性を啓蒙し事業者

が自発的に経営計画策定を行うよう伴走型支援を行う。 

 

７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

  事業計画を策定した事業者に対し、巡回訪問時等のヒアリングを通じて状

況を随時把握確認し、必要に応じて修正を行い課題解決に取り組む。 

 

８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  地域外需要を獲得するために展示会や物産展への出展支援を行う。併せて

ＤＸ推進による販路開拓支援を実施する。 

連絡先 

 

越知町商工会 〒781-1301 高知県高岡郡越知町越知甲 1947-6 

       TEL：0889-26-1181  FAX：0889-26-2318 

       E-mail：ochi@kochi-shokokai.jp 

 

越知町産業課 〒781-1301 高知県高岡郡越知町越知甲 1970 

TEL：0889-26-1105  FAX：0889-26-0600 

E-mail：sangyou@town.ochi.lg.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．目標 

（１）地域の現状及び課題 

【現状】 

① 立地 

越知町は県の中西部、高知市から北西約 32 ㎞に

位置し、東北にかけて細長く伸びた地形で総面積

111.95 ㎢の約 83％を森林が占める自然豊かな町で

ある。その中央部には全国屈指の水質を誇り「仁淀

ブルー」で知られる仁淀川が流れ、周囲はいの町、

仁淀川町、佐川町、日高村、津野町の 5町村に隣接

している。 

中心市街地は、『越知盆地』と呼ばれる仁淀川中流

域で唯 一開けた盆地に形成され、比較的温暖な気

候であることから、農産物が豊富で山椒や柑橘類と

いった特徴的な産品を生産しており、近年では地域

資源を活用した商品開発・販売に取組む事業者も存

在し、地域活性化の牽引役としても期待されてい

る。 

またアニメ映画「竜とそばかすの姫」の舞台にもなった「浅尾沈下橋」の聖地化やＮＨＫ連続テレ

ビ小説「らんまん」の主役である植物学者「牧野富太郎」が研究のためによく訪れていた横倉山や

博物館等の観光スポットが増加すると共に、仁淀川でのラフティングやカヌー等のアウトドア体

験での観光事業も盛んになり交流人口も増加している。 

 

② 人口 

少子高齢化が進む中、人口は昭和 23年の 13,565人をピークに減少の一途をたどり、令和 7年 3

月には 4,622 人と約 3 分の 1 まで減少している。令和 2 年から令和 7 年を比較すると人口は 565

人、10.9％減少し、併せて年少者率も 8.1％から 7.2％に減少しているが、高齢化率は 47.1％から

49.1％に上昇している。また国立社会保障・人口問題研究所の分析値では 5年後に年少者率は 6.9％

に減少する半面、高齢化率は 50.6％と過半数を上回る見通しであり少子高齢化が進んでいる。 
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③ 商工業者・小規模事業者数・会員数の推移 

越知町の商工業者数は令和 7年 4月 1日現在 246  

者、内小規模業者 224 者で約 91％を占める。令和

7年度に商工業者が大幅に減少しているのは令和 6

年度中に廃業者等を再調査し、数値を改めた結果

である。 

平成 28 年から令和 7 年の 10 年間を比較すると

商工業者は 75 者、小規模事業者は 79 者の大幅な

減少となっている。中でも建設業 20者、小売業 29

者、飲食業 14者は約 30％の減少となっており、山

間部における「買い物困難者」の増加、顧客の域外

流出の要因となっている。 

当会の会員においても過去 10 年間で退会者数が

加入者数を大幅に上回り、31者 16％の減少となっ

ており、約 6割が後継者不在、高齢化に伴う廃業による退会である。 

 

 
 

④ 越知町の産業 

越知町産業における総生産額は平成 23年 15,274百万円から令和 3年には 17,340百万円と 2,066

百万円 113.52％の増加となっている。第一次産業は△4百万円△1.00％となっており、農業生産高

に増減はあるものの生産額は維持している。第二次産業においては 2,105 百万円 177.79％増と大

幅に増加しており、建設業においては町内公共工事の発注額により変動はあるものの、実質的に越

知町内の産業の牽引役を果たしている。一方製造業においては平成 27 年度以降減少傾向にあり平

成 3 年度値においても大きく減少している。また令和 7 年度には町内最大手の製造工場が閉鎖さ

れ、生産額や雇用にも大きな影響を与えている。第三次産業は平成 27 年度をピークに減少してお

り、特に小売業・飲食業の減少が顕著であるが、近年ではアウトドア産業の誘致を積極的に行うと

共に観光事業に注力しており、交流人口の増加と地域資源の開発にも取り組んでいる。 

 

（建設業） 

   建設事業者は 10年間で 20者 30.77％減少しているが、生産額は単年度毎の町内公共事業の予

算により変動するものの順調に推移している。事業者は減少しているが廃業事業者は比較的小

規模な事業者が多く、土木工事等の公共工事は大手事業者が受注を受けている為、構造変化が加

速しているものの一定の安定はある。しかしながら建設業に係る人手不足は慢性的な状況とな

っており、人材確保が大きな問題となっている。 
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（出典：高知県 市町村経済統計書） 

 

 

（製造業） 

越知町は、従来から製造業が少なく、大部分が家内工業である。大量生産に対応できる事業者

が地域資源を活用した商品の製造を行っているが、内 1 者が令和 7 年に工場を閉鎖したことに

より町内生産額や雇用に影響を与えている。地域資源を生かした商品開発や観光事業との相乗

効果を図り販路拡大を図る為にも家内工業等への投資拡大と生産性の向上が求められる。 

 

（小売業） 

小売業は、10年間で 29者 30.53％の減少となっている。令和 6 年に県外ドラッグストアの開

業があったものの、事業主の高齢化による廃業が続き、靴屋・文具店・ホームセンター等の唯一

店舗が廃業し町外へ顧客流出が進んでいる。また、山間部でも店舗の廃業が進み「買い物困難者」

が増加しており、一部地域では移動販売車が対応してはいるものの解決には至っていない。 

 

（飲食業・宿泊業） 

飲食業においては、新型コロナウイルス感染症による売上減少と事業主の高齢化により、10年

間で 14 者が廃業し 37.83％の大幅減少となっている。また、既存店舗においても原材料費や人

件費の高騰により事業の継続に深刻な影響を与えている。 

宿泊業は、小規模ながら 2 者開業し 3 者となっており、田舎ならではの魅力を構築すること

で、県外・海外からの宿泊客の需要は大きいが、団体観光客への対応できる事業者や施設が不足

している。 

 

（サービス業） 

   生活関連サービス業において、クリーニング業では廃業が進み現在唯一店舗となっている。理

美容業は一定数の店舗はあるものの事業主の高齢化が進み今後の加速度的な減少が想定される。

自動車整備業・葬儀業においては後継者問題が少なく事業の継続は期待されるが、町全体の人口

減少による売上減少が懸念材料である 
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⑤ 中心市街地 

越知町の中心市街地は国道 33 号線の北側にある旧国道筋（約 900ｍ）の商店街を中心としてい

る。最盛期には東町商店街・中町商店街・西町商店街と別れ 100者を超えていたが、現在では商店

街としての活動もほぼ稼働しておらず 57者まで減少、令和 6 年度中にも 4店舗が高齢化を理由に

廃業した。既存の店舗においても平日営業は行っているが土日は人通りが極端に少なくなること

から営業をしていない店が大多数である。 

市街地においても小規模事業者の廃業に伴い空き店舗・空き家・空地の増加により空洞化が進ん

でいるが、山間部においても点在していた小規模小売店等も廃業が続き「買い物困難者」が増加し

ている。 

  現在、商店街にはコミュニティスペースや地域おこし協力隊の事務スペースなどが併設されて

いるチャレンジショップ「おちぞね」があり、起業希望者の支援を行っている。 

 

⑥ 観光事業への取り組み 

平成 24 年ＮＨＫスペシャル番組の放送をきっかけに、奇跡の清流と言われる仁淀川の青みがか

った水の色彩「仁淀ブルー」は一躍有名となり、その後のアウトドアブームにはカヌーやラフティ

ング、アユ釣りやキャンプを目的に県内外から多くの観光客が訪れるようになった。また仁淀川流

域市町村と共同で「仁淀ブルー」関連商品等のブランド化に取り組んでいる。 

平成 30年には㈱スノーピークと提携しアウトドア施設「スノーピークおち仁淀川キャンプフィ

ールド」、平成 31年に「スノーピークかわの駅おち」が開業、令和 3年アニメ映画「竜とそばかす

の姫」の舞台にもなった「浅尾沈下橋」等への聖地巡礼、令和 5 年放送のＮＨＫ連続テレビ小説

「らんまん」の主役である植物学者「牧野富太郎」が研究のためによく訪れていた横倉山や博物館

への観光客等の交流人口も増加し、観光産業は一定の成長を遂げている。 

しかしながら、観光業の発展を他の産業に波及させ相乗効果を生み出し、地域経済の活性化に

取り組むことには至らず、来訪者の利用は国道沿いの特定の店舗に限られている。 

 

【課題】 

① 人口減少地域における生活関連サービスの維持 

食料品、日用雑貨等日々の生活に密接した最寄品に関しては地元購買率５割を超えているもの   

の、靴屋・文具・歯医者等、町内で唯一の店舗の廃業が進んでいる。特に山間部に点在していた食

料品等の小売店の廃業が続き、高齢者の日常生活に支障をきたす事例も生じており「買い物困難

者」が増加している。 

 

② 空き家、空き店舗を活用した賑わい創出 

小規模事業者の高齢化が進み、高齢化と担い手不足による廃業が進んでいる。越知町商店街内の

廃業は著しく、空き店舗や空き家、更地、一部住宅が大部分を占めており、中心市街地としての形

を成していない。空洞化が進む商店街に賑わいを創出するために、空き家・空き店舗を活用した起

業支援、チャレンジショップへの取り組みが必要である。 

 

③ 新規創業者の確保と起業支援 

越知町全域での少子高齢化が進み、特に出生者数の減少は著しく非常に大きな問題となってお

り、急速な少子高齢化で町内人口が減少している中で、地域おこし協力隊の定住やＵＩターン者、

移住者等の起業を支援し、新規創業者の確保が必須である。 

 

④ 経営者の高齢化による事業承継ニーズの増加 

小規模事業者の高齢化と後継者不足に伴い、町内廃業者が増加している。親族内承継は一定順調

に進んでいるが、不在の事業者にはＭ＆Ａも視野に入れた後継者確保、事業の存続が急務である。 
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⑤ 市場環境の変化への対応（情報発信、電子決済、商圏拡大） 

小規模事業者の高齢化が進む中、市場環境は大きく変化している。町内でＳＮＳを活用した情報

発信やキャッシュレス決済に対応できている事業者はごく一部に限られている。町内人口が減少

している中で商圏を域外に拡大するためにもデジタル化の推進が喫緊の課題である。 

 

⑥ 地域資源を有効活用した商品開発等 

  近年、アウトドアブームの効果及びアニメ映画の舞台やＮＨＫ連続テレビ小説の影響もあり交

流人口が増加傾向にあるものの、小規模事業者への波及効果が十分に得られておらず、地域資源を

有効に活用した商品開発等を行うことが急務である。 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

・越知町中心市街地活性化計画（第二次計画） 抜粋 

基本方針 基本となる取組 

町内外にファンがい

っぱいいるまち 

Ⅰ．商店街の人やモノの魅力の情報発信 

Ⅱ．食や特産品を通じて町内外の人が交流できる場の創出・充実 

Ⅲ．空き家・空き店舗の利活用 

二層仕立ての自然が

楽しめるまち 

Ⅰ．自然の地域資源を活用したにぎわいの創出 

Ⅱ．自然と教育を絡めた「自然×知」の体験メニューの提供 

 

・越知町まち・ひと・しごと創生総合戦略（第 3期） 抜粋 

基本目標 基本方針 背策の概要 

地域資源を生かし雇

用を創出（商業の振興 

１．起業を促進し市街地のにぎわいを創出 
市街地活性化拠点と

にぎわいの創出 

２．商業の担い手の確保・育成 
商業事業者への経営

支援 

 

① 市街地の機能維持 

   １０年後における地域のあるべき姿 理由 

活力ある事業者を市街地の空き店舗・空き家

に誘致し、地域住民とのコミュニティの核と

する。また特色あるイベントを開催し、個者

のみならず地域全体での活力創造の場とす

る。 

 

越知町商店街内の廃業は著しく、空き店舗や

空き家、更地、一部住宅が大部分を占めてい

る。また、商店街だけでなくその周辺地域も

生活関連サービスの縮小が進み、域外への顧

客流出が増加の一途であるため、市街地とし

ての機能維持が重要である。 

 

② 創業支援の強化 

   １０年後における地域のあるべき姿 理由 

空き店舗・空き家を活用し、年間創業件数を 3

件、5 年生存率 60％を維持する。商工会・公

庫・銀行・役場が連携して融資・補助・計画作

成・雇用等総合的に支援する。 

小規模事業者の高齢化・後継者不足により事

業者数の減少が続く中、地域おこし協力隊の

定住やＵＩターン者等、移住者等の起業を支

援し、新規創業者の確保が必須である。 
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③ 事業承継支援の強化 

   １０年後における地域のあるべき姿 理由 

後継者不在の事業者に対しての後継者候補の

斡旋・育成、及び第三者承継を可能とする体

系の構築。また、山間部等人口減少地域の事

業所への事業継続を可能とする。 

高齢化している事業者の大多数が後継者不足

の状況であり、事業継続のためには早期に事

業承継計画策定、専門家連携の仕組みづくり

が不可欠である。 

 

④ ＤＸ推進による販路拡大と業務効率化 

   １０年後における地域のあるべき姿 理由 

小売・飲食・サービス業を行う 40代以下の事

業主に対し、ＳＮＳでの情報発信、キャッシ

ュレス導入を 80％以上とする。卸売業と建設

業に対しては、業務効率化や生産性向上につ

ながる設備投資等の取り組みを支援する。 

小売・飲食・サービス業については、小規模事

業者が大多数であり高度な取り組みを必要と

している事業所は少ないが、ＨＰ・ＥＣ・ＳＮ

Ｓ・キャッシュレス等、家族経営事業者でも

事業の効率化、コスト削減を可能とする取り

組みである。卸売業と建設業については、人

口減少に伴う人手不足の慢性化への対応が必

要である。 

 

⑤ 地域ブランドの確立 

   １０年後における地域のあるべき姿 理由 

仁淀川流域 6 市町村が一体となり「奇跡の清

流仁淀川」＝「仁淀ブルー」というブランドを

活用する。各団体が広域で連携することで、

交流人口の拡大、地域経済の活性化など観光

振興の効果を最大限発揮できるように取り組

む。 

地域事業者が一体となり、相互に売上向上が

図れる仕組みづくりの事業として機能するこ

とが可能であり、参画する個者が販路開拓・

売上向上を積極的に展開し地域資源を有効に

活用することが出来る。 

 

 

⑥ 観光事業と連携した産業振興 

   １０年後における地域のあるべき姿 理由 

観光・体験・飲食・宿泊・物販を一体型とした

観光としての動線を構築し、地域全体の活性

化を図る。また、一過性の観光では無く地域

住民との交流を通じて、リピーターや将来的

な移住・定住まで可能とする仕組みづくりを

行う。 

観光業と商工業が個別に存在し、町名での取

り組みが一体化されていない。観光地として

の確立、町内観光事業以外の事業者への波及

効果を形成するためにも地域一帯となった観

光ビジネスの確立が必要である。 

 

 

（３） 経営発達支援事業の目標 

① 市街地の機能維持 

 支援計画の認定期間（５年間）目標 選定した理由 

ＫＧＩ 
市街地での創業者数 5者 

（内空き店舗での開業件数 2者） 

年間 1 者の市街地での創業を目標とす

る。年間 1者 

ＫＰＩ 
創業者年間平均売上 1,000万円 当域内過去 3 カ年創業者平均売上を基準

とする。 
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② 創業支援の強化 

 支援計画の認定期間（５年間）目標 選定した理由 

ＫＧＩ 
創業件数 10 者 

5年生存率 60％ 

当域内過去 3 カ年創業者数を基準とす

る。 

ＫＰＩ 
承継診断実施 40件 

事業承継計画策定 5件 

創業者の半数以上の事業計画取り組みを

目標とする。 

 

③ 事業承継支援の強化 

 支援計画の認定期間（５年間）目標 選定した理由 

ＫＧＩ 

事業承継完了 5件 

承継後 2年で売上 5％増 

当域内過去 3 カ年において高齢に伴う廃

業が年間 5 件を超えており内 3 割以上の

継続維持を目標とする。 

ＫＰＩ 

承継診断実施 40件 

事業承継計画策定 5件 

60歳以上で後継者不在の事業所を対象に

承継診断を行い、優先度の高いものから

承継計画を策定した上で、支援を行って

いく。 

 

④ ＤＸ推進による販路拡大と業務効率化 

 支援計画の認定期間（５年間）目標 選定した理由 

ＫＧＩ 
オンライン売上増加率 15％ 

営業利益率 10％ 

域内需要の停滞による売上増加の為。 

ＫＰＩ 

ＳＮＳ導入件数 15件 

キャッシュレス決済導入件数 15件 

ＥＣサイト構築件数 5件 

40歳以下の事業主でＳＮＳ・キャシュレ

ス・ＥＣサイト未導入の小規模事業者を

対象とする。 

 

⑤ 地域ブランドの確立 

 支援計画の認定期間（５年間）目標 選定した理由 

ＫＧＩ 地域ブランド売上 1億円 域内需要の停滞による販路拡大の為。 

ＫＰＩ 
展示会・物産展への出展 15者 

ＥＣサイト構築件数 5件 

地域外への販路拡大に意欲を持つ事業者

を対象とする。 

 

⑥ 観光事業と連携した産業振興 

 支援計画の認定期間（５年間）目標 選定した理由 

ＫＧＩ 観光売上関連売上高 20％増 観光消費の拡大・地域経済の活性化の為。 

ＫＰＩ 
観光関連商品・サービスの開発提供事業

者数 10者 

観光関連サービス・小売・製造業を対象

とする。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

２．経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和８年４月１日 ～ 令和１３年３月３１日） 

 

（２） 目標の達成に向けた方針 

① 市街地の活性化 

達成方針１ 

高齢化・後継者不足により越知町の中心地に位置する商店街の小規模事業者の

廃業が続き空洞化している。商店街の賑わいを創出するためにも年 1 件の空き

家・空き店舗の入居を目標とし、新規出店者に伴走型支援を実施する。 

【設定した理由】 

域外への顧客流出を抑制し誘客を促すため。 

達成方針２ 

商店街の魅力向上、賑わいの創出、交流人口の拡大を図り、地域経済の活性化に

つなげる為、越知町・地域住民を巻き込み商工会主催でイルミネーション事業に

取り組んでいる。令和 7 年度の出店商工業者は 5 者であったが、年 1 者以上の

増加を目標とし、観光事業との連携も図り商店街に誘客する。 

【設定した理由】 

域外への顧客流出を抑制し誘客を促すため。 

 

② 創業支援の強化 

達成方針１ 

越知町及び高知県事業承継・引継ぎ支援センター・金融機関等と連携情報共有を

行い、地域おこし協力隊任期満了後の定住起業やＵＩターン者の起業支援を促

進し年 2事業者の創業を目標とする。 

【設定した理由】 

企業支援補助金の活用を促し創業を促進する。 

達成方針２ 

創業希望者の中心市街地空き家・空き店舗への入居や利用の促進を実施するた

め、越知町産業課と連携して令和 8 年度に空き店舗調査を実施し、令和 9 年度

以降は各年度で動向を確認する。 

【設定した理由】 

空き店舗への効率的な利用促進を促すため。 

 

③ 事業承継支援の強化 

達成方針１ 

60 歳以上の小規模事業者を対象に高知県事業承継・引継ぎ支援センター診断シ

ートを活用し年 8 者のヒアリング調査を実施する。家族内承継・第三者承継等

を踏まえ、事業承継の重要性を説明、事業承継に向けた意識を醸成し、事業承継

計画の策定支援を行う。 

【設定した理由】 

事業継続が可能な年齢の事業者に対し、事業承継の必要性を啓蒙し意識を高め

ていくため。 

達成方針２ 

事業承継計画策定支援後も事業承継が完了するまで事業承継・引継ぎ支援セン

ターや税理士など、必要に応じて外部専門家の活用等も行い継続的に支援する。

また承継後も 3年間は定期的にフォローアップを行い、事業の継続を支援する。 

【設定した理由】 

事業継続の可能性を高めるため。 
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④ ＤＸ推進による販路拡大と業務効率化 

達成方針１ 

事業規模やノウハウ不足で需要開拓や販路拡大が困難な小売・飲食・サービス業

の 40代以下のＳＮＳの導入が行えていない事業主を対象に、年間 3者のＳＮＳ

での情報発信を目標とする。 

【設定した理由】 

事業者の需要開拓や販路拡大、販売機会喪失を防ぐため。 

達成方針２ 

高齢化が進む小規模事業者で接客業を伴う小売・飲食・サービス業の 40代以下

の事業者を対象に、事業の効率化・コスト削減のため、年間 3者のキャッシュレ

ス導入を目標する。 

【設定した理由】 

事業の効率化、コスト削減のため、現状を可視化し、ITやデジタル技術の活用、

日常業務での基礎的なデジタル技術の導入や活用を通じて、ＤＸ推進への適応

力の向上に繋げ、ＤＸに向けた意識向上と経営の変革を推進し競争力を高めて

いく。 

 

⑤ 地域ブランドの確立 

達成方針１ 

魅力ある商品・サービスの開発や磨き上げを支援するため、地域資源の活用への

取り組みと地域ブランドの確立を目指す。 

【設定した理由】 

商品価値を高め販路開拓に取り組むため。 

達成方針２ 

商圏の拡大を目指し、催事の開催や展示会・商談会への出展支援、ＥＣへの取組

支援を実施し、県内外の展示会や物産展への出展年間 3 者、ＥＣサイト構築年

間 1 者を目標とする。また、これら支援を通じて発掘した個社の課題をフィー

ドバックし、持続的に売れる仕組みづくりにつなげていく。また、観光振興の相

乗効果を図り地域振興につなげていく。 

【設定した理由】 

限られた商圏に固執せず、販路拡大に取り組むため。 

 

⑥ 観光事業と連携した産業振興 

達成方針１ 

地域の関係機関や観光産業・宿泊業者と連携した活性化ビジョンを協議・検討。 

観光地域としての総合的な魅力向上を図ると共に、体験型観光客の誘客による

「関係人口の増加」「移住による新規創業と雇用拡大」を通じて「新たな人の流

れ」を生み出す。 

【設定した理由】 

点在している資源を点で結ぶことで、地域の滞在時間が長くなり消費の拡大に

繋がり、域内需要の拡大となる。 

達成方針２ 

地域資源を活用した各商品の開発・磨き上げ・魅力発信を通じて、域外需要の取

り込みを促進させることで、観光産業との相乗効果を創出し、地域全体の活性化

へと繋げていく。観光関連商品・サービスの開発提供事業者数年間 2者。 

【設定した理由】 

地域ブランドの確立との相乗効果により販売促進につながる。 
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  ＜定性分析＞ 

項目 指標 

ＳＷＯＴ分析 
内部環境強み／内部環境弱み 

外部環境機会／外部環境脅威 

３Ｃ分析 市場・顧客、競合、自社 

 

  ＜分析手法＞ 

定量分析については財務諸表を基にローカルベンチマーク（経産省）や経営自己診断システ

ム（中小機構）等を活用して財務分析を行う。経営者・従業員等へのヒアリング、現地調査に

より、ＳＷＯＴ分析や３Ｃ分析等のフレームワークを活用し分析を行う。 

 

（４）分析結果の活用 

 ① 小規模事業者支援への活用 

 ・事業計画の策定 

経営指導員等が個々に実施した分析データは、全体共有し、事業者の経営状況や自社を取り巻

く環境変化に応じた今後の支援（事業計画の策定支援）方針について協議・検討する。 

・事業者へのフィードバック 

事前に検討した支援方針に沿って分析結果を当該事業者にフィードバックする。その際、事業 

計画策定に必須となる客観的な判断材料として活用し、より具体的な事業計画の策定支援へと 

繋げていく。 

 

② 内部での活用 

・情報共有 

分析結果は共有フォルダに保存し、全職員がいつでも閲覧できるように内部共有することで 

各事業者の有する支援ノウハウの共有を図る。 

・経営指導員等のスキル強化 

職員間ＯＪＴを通じて分析およびフォローアップの手法を教授し、経営指導員等の支援スキル

向上へと繋げていく。  

 

 

６．事業計画策定支援に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

・事業計画策定支援は作成支援を望む事業所や経営分析に取り組んだ事業者を対象に実施してき

た。中には自発的に取り組んだ事業者もあるが、大多数が各種補助金申請や金融斡旋等をきっか

けに事業計画の策定支援を行っている。 

・事業者の事業計画についての認識は、補助施策の活用手段に留まる傾向が強い。 

・本質的な課題解決に向けた計画策定には至っておらず、策定した事業計画に基づく経営に対する

意識は低いと言える。  

  

【課題】 

・補助金申請や金融支援等、目先の目的に対する事業計画策定に陥り実態が伴っていない事業所が

散見される。 

・事業者自らが 5年後 10年後の理想やビジョンを構築し、事業計画策定の意義や重要性を理解し

てもらい、中長期的な事業計画の作成に取り組むことが必要である。 
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Ⅱ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組  

 

９．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

 ・経営発達支援事業の進捗確認・事業報告については、理事会及び総会で実施してきたが、事業評

価委員会や外部有識者等を交えた第三者視点の評価体制が未整備であり、各種計画における事

業評価の検討や今後に向けた改善協議は行えていない。 

 

【課題】 

 ・外部有識者等や市町村を含む協議体制を整備し、毎年度 1回以上の評価・見直しを定性化し、Ｋ

ＰＩ・正解指標を用いた定量的評価の仕組みを構築することが課題である。また、事業報告・予

定事業等をＨＰで公開し小規模事業者が常に閲覧できる必要がある。 

 

（２）事業内容 

 ① 定量把握 

・ＫＰＩ設定：事業計画、創業計画、事業承継計画策定件数、セミナー参加者数、ＤＸ取り組み

件数、売上増加件数 等 

・データ収集：地域資源商品の需要動向アンケート・事業実績報告内容をダッシュボードで可視化 

 

② 評価手法 

 ・外部有識者（中小企業診断士等）、法定経営指導員、越知町産業課課長を含めた「事業評価委

員会」を設置する。 

・毎年度 1回以上「事業評価委員会」を開催し、評価及び改善協議を実施し、次年度支援計画に

反映する。 

 

③ 評価・見直しの頻度 

・毎年度 1回以上実施 

 

④ 結果の公表方法 

・評価結果は当会ＨＰに掲載し、地域事業者が常時閲覧可能な状態を確保する。 

 

⑤ 広域的支援体制の活用 

・仁淀川流域商工会と情報共有し、合同物産展の開催や販路開拓への取り組み等の共通課題に対

して事業実施を検討する。 

 

 

１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）現状と課題 

【現状】 

・経験年数の浅い経営指導員に対しては高知県商工会連合会・中小企業基盤整備機構四国本部等

が主催する事業計画策定研修や補助金申請支援・金融支援研修への積極的な参加や通信教育を

活用した支援の能力の向上を図と共に、ベテラン経営指導員の職場内ＯＪＴに取り組み経営支

援の基本から知識・ノウハウの伝達を行った。 

・新人経営支援員等に関しては記帳・源泉・申告等基本業務を早期に習得するため高知県商工会

連合会が開催するカリキュラム別の研修を受講すると共に通信教育にも取り組み資質向上を図

り、支援レベルの底上げに取組んでいる。 
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【課題】 

 ・職員 5 名体制であるが内経営指導員 1 名（職歴 2 年）、経営支援員 2 名（職歴 4 年 1 名・職歴 1

年 1 名）、一般職員（7 月採用）と職歴の浅い職員で構成されており、支援体制の低下が危惧さ

れる。 

・激しい環境変化の中、小規模事業者から求められる支援業務は多岐に渡っており、職員全体の資

質向上が急務となっている。今後は経営指導員だけでなく支援員も事業計画策定・実行・フォロ

ーアップ支援に深く携わっていくため組織全体が連携・連動した支援体制の構築が必要である。 

 

（２）事業内容 

 目的：経済環境が大きく変化し小規模事業者が直面する課題は従来の税務・経理・金融等の基礎的

な問題から、経営革新・働き方改革・ＤＸ導入・事業承継等多岐に渡っている。中山間地域

の小規模事業者が抱える課題解決に向けて、経営指導員・経営支援員・一般職員が各種研修

やセミナーを活用し基礎知識を習得すると共に、ＯＪＴを通じて専門知識と支援ノウハウの

共有を図り組織力の強化に努めていく。 

 

① ＯＦＦ－ＪＴの実施 

高知県商工会連合会・中小企業基盤整備機構四国本部等が主催する研修やセミナーに積極的に

参加する事で専門的な知識を習得し、通信教育への能動的な参加も図っている。特に経験年数の浅

い職員に対しては、担当外の研修にも積極的に参加させ知識とスキルの向上を目指す。また、外部

研修に参加した職員は、職場内勉強会や伝達講習を通して受講し自身が習得した内容・スキルにつ

いて、一般職員を含めた全職員に伝達を行うことで組織的な支援能力の向上を図っていく。 

 

② ＯＪＴの実施 

  経験値が高い経営指導員が職歴の浅い経営指導員の資質向上を図る為、帯同による巡回指導・窓

口相談を図り、経験・ノウハウ不足を実践で指導・補完し事業者の相談への円滑な対応に努める。 

  また、経営指導員の巡回指導・窓口相談時に経営支援員及び一般職員を同行、同席させ指導や助

言の方法について、アドバイスや結果に対するフィードバックを行い、資質向上・支援スキルを共

有する。経営指導員も経営支援の基本から、支援スキル・知識の再確認を行う事で組織的な資質向

上を図る。 

 

③ ノウハウ共有の仕組み 

・職場内の勉強会の開催 

   研修会、セミナーを受講した職員からの伝達講習を実施し知識の共有を図る。また、職場内

で支援内容を伝達・共有・協議することで、効率的・効果的な支援体制を構築する。 

・データベース化 

日々の支援業務については、基幹システム「経営指導カルテ」に随時入力することで、職

員全員が支援状況や支援データ・経営状態を確認することが出来る体制を充実させ、担当職

員以外も一定の対応ができる仕組みを構築する。また、共有サーバーに事業者フォルダを作

成しており、補助金申請書・確定申告書等、基幹システムに登録できない電子ファイルを保

管し、随時閲覧できることで効率的・効果的な支援向上を図る。 

 

④ 仁淀川流域ブロック内での情報共有 

高知県は小規模な商工会が多いため、多くの支援案件を熟すことが難しく中堅職員となっても

支援経験が無い案件も珍しくない。そのため仁淀川流域の隣接した、春野、土佐市、日高村、佐川

町、越知町、仁淀川町の 6商工会で連携し、定期的に開催しているブロック会等で、具体的な支援

案件や支援ノウハウの共有を図り、商工会全体の支援能力の向上を目指す。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（令和７年１１月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発

達支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体

制 等） 

 

 

  

       越知町商工会              越知町 産業課 

                   

・事務局長兼               高知県 

法定経営指導員 1名    

       ・経営指導員   1名        高知県商工会連合会 

       ・経営支援員   2名    

       ・一般職員    1名      高知県事業承継引継ぎ支援センター 

 

 

 

① 都道府県及び関係市町村との連携体制  

・当会、町産業課が連携し、地域の実情を踏まえた重要課題を設定するとともに、本支援計画で

の支援方針を決定するため、年1回、連絡協議会を開催する。  

・また高知県と事前に相談・調整を行うことで、都道府県の重要課題についても反映した支援計

画とする。  

 

② 商工会の経営発達支援事業実施に係る体制  

・法定経営指導員1名と経営指導員1名の体制で巡回指導を行う。経営指導員が策定支援からフ

ォローアップまで一体の支援体制を構築する。  

・また、高知県事業承継引継支援センターと連携、高知県商工会連合会の専門家派遣を活用し、

伴走支援やセミナー個別相談の体制とする。  

 

③ 定量的に実施状況を把握し評価を行う体制  

・法定経営指導員1名、経営指導員1名で、実施状況を定量的に把握し効果測定を行う。  

・上記で把握・検証した実施状況を当会と越知町の連絡協議会（年1回開催予定）で評価すると

ともに、次年度の支援内容の検討を行う。また、必要に応じて変更申請を行い、支援計画にも

反映していく。  

 

④経営指導員等の資質向上に係る体制 

・当会職員向けに研修や勉強会等を開催し、ＤＸ化や生成ＡＩ、財務諸表の分析手法、経営戦

略、マーケティング、起業・創業、事業承継、価格転嫁など適宜専門知識の習得を図り、小規

模事業者の内発的動機づけを行うためのロールプレイング、事例共有などを行う。  
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（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営

指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

  氏 名：岡﨑 信道 

  連絡先：越知町商工会 TEL：0889-26-1181 

             E-mail：okazaki@kochi-shokokai.jp 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

経営発達支援事業の実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・見直

しをする際の必要な情報の提供等を行う 

 

③広域経営指導員の当否 

申請書に記載する経営指導員・岡﨑信道は施行規則第７条第２項に規定する広域経営指導員

に該当しない。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

① 商工会／商工会議所 

   越知町商工会 

〒781-1301 高知県高岡郡越知町越知甲 1947-6 

   TEL：0889-26-1181 

FAX：0889-26-2318 

   E-mail：ochi@kochi-shokokai.jp 

 

② 関係市町村 

  越知町産業課 

〒781-1301 高知県高岡郡越知町越知甲 1970 

 TEL：0889-26-1105 

FAX：0889-26-0600 

  E-mail：sangyou@town.ochi.lg.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

必要な資金の額 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 

 

専門家謝金・旅費 

セミナー開催費 

展示会出展費 

通信運搬費 

会議費 

200 

200 

2,200     

250 

50 

 

200 

200 

2,200     

250 

50 

 

200 

200 

2,200     

250 

50 

 

200 

200 

2,200     

250 

50 

 

200 

200 

2,200     

250 

50 

 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

国補助金、県補助金、町補助金、自己財源（会費収入・手数料収入等） 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 


